
I
河
野
外
務
大
臣
に
質
問
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

大
臣
は
、
こ
の
佐
藤
副
大
臣
の
服
務
の
宣
誓
の
、
も
っ
て
国
民
の
負
託
に
応
え
る
決
意
で
あ

る
、
こ
の
よ
う
な
就
任
に
当
た
っ
て
の
挨
拶
を
こ
の
外
交
防
衛
委
員
会
で
す
る
こ
と
を
事
前
に

御
存
じ
で
し
た
で
し
ょ
う
か
、
か
つ
、
そ
れ
を
了
承
さ
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

○
国
務
大
臣
（
河
野
太
郎
君
）
佐
藤
副
大
臣
が
ど
の
よ
う
な
挨
拶
を
す
る
か
、
別
に
事
前
に

原
稿
を
見
て
い
た
わ
け
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
が
、
外
務
省
の
職
員
も
国
民
の
平
和
あ
る
い
は
安

全
、
繁
栄
を
守
る
た
め
に
身
を
な
げ
う
っ
て
職
務
を
行
う
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。

外
務
省
の
中
に
は
、
外
務
省
の
職
員
と
し
て
殉
職
し
た
方
々
の
た
め
の
碑
が
、
碑
と
い
う
か

像
が
ご
ざ
い
ま
す
が
、
外
務
省
の
職
員
も
、
い
ざ
と
い
う
と
き
に
は
、
国
民
を
守
る
た
め
に
は

危
険
を
顧
み
ず
、
身
を
も
っ
て
責
務
の
完
遂
に
務
め
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
の
は
、
こ
れ
は
公

務
員
と
し
て
変
わ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
自
衛
隊
で
あ
ろ
う
が
外
務
省
の
職
員
で
あ
ろ
う
が
、
あ

る
い
は
国
家
公
務
員
で
は
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
警
察
官
、
消
防
員
、
あ
る
い
は
消
防
団

員
と
い
っ
た
方
々
も
、
い
ざ
事
に
臨
ん
で
は
危
険
を
顧
み
ず
、
身
を
も
っ
て
責
務
の
完
遂
に
務

め
る
、
そ
う
い
う
方
が
大
勢
い
ら
っ
し
ゃ
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
私
は
特
に
問
題
が
あ
る

と
は
思
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。

（
注
亜
こ
の
後
、
本
件
は
小
西
委
員
の
要
請
に
よ
り
理
事
会
協
議
事
項
と
な
っ
た
。
）

Ｏ
小
西

（
略
）

佐
藤
副

ず
、
身
．

隊
法
五

そ
の
任

が
義
務
一
方

員
は
武

過
去
の

だ
と
す

誓
を
も

趣
旨
に
佐
藤

十
六
条

臣
は
即

○
副
大
五
日

誓
行
為

生
命
と

す
る
と

去
の 副為 西
戦
争
の
責
任
か
ら
、
国
政

と
す
れ
ば
、
元
自
衛
隊
の
指
揮

を
も
っ
て
外
交
を
つ
か
さ
ど
る

大
臣
が
本
委
員
会
の
就
任
挨
拶
の
決
意
と
し
て
述
べ
た
、
事
に
臨
ん
で
は
危
険
を
顧
み

身
を
も
っ
て
責
務
の
完
遂
に
務
め
、
も
っ
て
国
民
の
負
託
に
応
え
る
と
の
文
言
は
、
自
衛

五
十
二
条
で
戦
闘
任
務
に
従
事
す
る
自
衛
隊
員
の
服
務
の
本
旨
、
す
な
わ
ち
自
衛
隊
員
が

任
務
に
服
す
る
本
来
の
趣
旨
、
目
的
と
さ
れ
、
同
じ
く
五
十
三
条
で
全
自
衛
隊
員
に
宣
誓

務
付
け
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

方
、
憲
法
六
十
六
条
二
項
の
文
民
条
項
の
政
府
解
釈
で
は
、
武
力
組
織
に
属
す
る
自
衛
隊

武
人
で
あ
り
、
大
臣
に
な
る
こ
と
は
違
憲
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
の
趣
旨
は
、

の
戦
争
の
責
任
か
ら
、
国
政
が
武
断
政
治
に
陥
る
こ
と
を
防
ぐ
た
め
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

す
れ
ば
、
元
自
衛
隊
の
指
揮
官
で
あ
る
佐
藤
副
大
臣
は
、
武
力
組
織
の
武
人
の
服
務
の
宣

も
っ
て
外
交
を
つ
か
さ
ど
る
と
の
決
意
を
述
べ
た
の
で
あ
り
、
明
確
に
こ
の
文
民
条
項
の

に
反
し
ま
す
。

藤
副
大
臣
に
伺
い
ま
す
が
、
も
は
や
外
務
副
大
臣
と
し
て
在
籍
す
る
こ
と
自
体
が
憲
法
六

条
二
項
の
文
民
条
項
の
趣
旨
に
違
反
す
る
と
い
う
自
覚
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
。
佐
藤
副
大

即
刻
辞
職
す
る
べ
き
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

大
臣
（
佐
藤
正
久
君
）
お
答
え
申
し
上
げ
ま
す
。

日
の
委
員
会
で
私
が
挨
拶
し
た
内
容
で
ご
ざ
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
自
衛
隊
員
の
宣

藤
副
大
臣
に
伺
い
ま
す
が
、
も
は
や
外
務
副
大
臣
と
し
て
在
籍
す
る
こ
と
自
体
が
憲
法
六

条
二
項
の
文
民
条
項
の
趣
旨
に
違
反
す
る
と
い
う
自
覚
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
。
佐
藤
副
大

即
刻
辞
職
す
る
べ
き
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

大
臣
（
佐
藤
正
久
君
）
お
答
え
申
し
上
げ
ま
す
。

日
の
委
員
会
で
私
が
挨
拶
し
た
内
容
で
ご
ざ
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
自
衛
隊
員
の
宣

と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
私
自
身
が
、
我
が
国
の
安
全
と
か
繁
栄
を
維
持
し
、
国
民
の

と
財
産
を
守
る
た
め
に
、
外
務
副
大
臣
と
し
て
国
民
の
負
託
に
応
え
、
そ
の
職
務
を
全
う

と
い
う
私
自
身
の
基
本
的
姿
勢
、
こ
れ
を
述
べ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
点
に
つ
い
て

問
二
’
四

洋
之
君

I



、

|I
す
る
考
え
方

佐
藤
外
務
副

十
二
月
五

が
、
自
衛
官

険
を
顧
み
ず

と
述
べ
ま
し

公
務
員
は

令
に
よ
り
求

と
は
異
な
る

一
般
職
の

べ
き
責
務
を

令
に
従
い
、

い
う
も
の
で

文
民
で
あ
る

で
あ
り
、
副
‘

務
副

すも
。 、

し
て
誤
解
を
理

い
ず
れ
に
心

大
臣
と
し
て
畔

○
小
西
洋
之
老

武
人
の
服
務
の

省
設
置
法
の
織

り
ま
せ
ん
か
。

○
副
大
臣
（
休

務
の
宣
誓
を
鍔

大
臣
と
し
て
の

も
、
服
務
の
盲

天
臣
（
佐

以
上
で
す
。

○
委
員
長
（
三
宅
伸
吾
君
）
申
合
せ
の
時
間
が
過
ぎ
て
お
り
ま
す
の
で
、
小
西
君
、
質
疑
を

お
ま
と
め
く
だ
さ
い
。

○
小
西
洋
之
君
一
言
だ
け
。
済
み
ま
せ
ん
。

憲
法
六
十
六
条
の
趣
旨
に
佐
藤
副
大
臣
の
決
意
表
明
が
反
し
な
い
の
か
、
外
務
省
設
置
法
、

自
衛
隊
法
及
び
防
衛
省
設
置
法
の
趣
旨
に
反
す
る
の
で
は
な
い
か
に
つ
い
て
、
理
事
会
で
協
議

し
、
速
や
か
に
佐
藤
副
大
臣
に
委
員
会
と
し
て
の
辞
職
勧
告
の
措
置
を
行
う
こ
と
を
委
員
長
に

要
請
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

○
委
員
長
（
三
宅
伸
吾
君
）
後
刻
理
事
会
で
協
議
い
た
し
ま
す
。

御
理
解
を
い
た
だ
き
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
他
方
、
本
件
挨
拶
に
つ
き
ま
し
て
、
結
果
と

し
て
誤
解
を
招
い
た
、
し
ま
っ
た
の
で
あ
れ
ば
、
大
変
遺
憾
に
存
じ
ま
す
。

い
ず
れ
に
い
た
し
ま
し
て
も
、
引
き
続
き
、
我
が
国
の
平
和
と
安
全
、
そ
の
た
め
に
外
務
副

大
臣
と
し
て
職
責
を
全
う
し
て
ま
い
り
た
い
と
い
う
ふ
う
に
考
え
ま
す
。

○
小
西
洋
之
君
副
大
臣
に
伺
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
就
任
の
外
務
副
大
臣
の
決
意
表
明
と
し
て
、

武
人
の
服
務
の
本
旨
を
基
本
姿
勢
と
し
て
決
意
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
こ
と
、
憲
法
や
外
務

省
設
置
法
の
趣
旨
に
照
ら
し
許
さ
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
、
違
憲
、
違
法
で
あ
る
と
お
考
え
に
な

藤
正
久
君
）
私
が
挨
拶
で
申
し
ま
し
た
の
は
、
自
衛
隊
で
言
う
い
わ
ゆ
る
服

宣
誓
を
行
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
我
が
国
の
平
和
と
そ
し
て
繁
栄
を
守
る
た
め
の
私
の
副

一
と
し
て
の
基
本
姿
勢
、
こ
れ
を
述
べ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
の
で
、
繰
り
返
し
ま
す
け
れ
ど

服
務
の
宣
誓
と
い
う
こ
と
を
行
っ
た
わ
け
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
繰
り
返
し
ま
す
け
れ
ど

結
果
と
し
て
そ
れ
が
誤
解
を
招
い
た
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
大
変
遺
憾
に
思
い
ま

大
臣
が
自
衛
官
の
服
務
の
宣
誓
を
引
用

月
五
日
の
参
議
院
外
交
防
衛
委
員
会
の
所
信

衛
官
が
入
隊
す
る
際
に
署
名
す
る
「
服
務
の

み
ず
、
身
を
も
っ
て
責
務
の
完
遂
に
務
め
、
も

ま
し
た
。

員
は
、
任
用
さ
れ
る
際
に
服
務
宣
誓
書
に
署
与

り
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
自
衛
官
に
つ
い

な
る
宣
誓
書
と
な
っ
て
い
ま
す
。

職
の
宣
誓
書
は
「
私
は
、
国
民
全
体
の
奉
仕
垂

務
を
深
く
自
覚
し
、
日
本
国
憲
法
を
遵
守
し
ゞ

い
、
不
偏
不
党
か
つ
公
正
に
職
務
の
遂
行
に

の
で
あ
り
、
先
述
し
た
自
衛
官
の
も
の
と
は

あ
る
副
大
臣
と
実
力
組
織
で
あ
る
自
衛
官
と

、
副
大
臣
が
自
衛
官
の
服
務
の
宣
誓
を
用
い
一

陸
用
さ
れ
る
際
に
服
務
宣
誓
書
に
署
名 用

し
て
任
命
権
者
に
提
山

ら
れ
て
い
ま
す
が
、
自
衛
官
に
つ
い
て
は
職
務
の
性
質
上
、

誓
書
と
な
っ
て
い
ま
す
。

誓
書
は
「
私
は
、
国
民
全
体
の
奉
仕
者
と
し
て
公
共
の
利
益
一

く
自
覚
し
、
日
本
国
憲
法
を
遵
守
し
、
並
び
に
法
令
及
び
上
ヨ

偏
不
党
か
つ
公
正
に
職
務
の
遂
行
に
当
た
る
こ
と
を
か
た
く

り
、
先
述
し
た
自
衛
官
の
も
の
と
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
ま

大
臣
と
実
力
組
織
で
あ
る
自
衛
官
と
は
職
務
が
大
き
く
異
な
一

巳
が
自
衛
官
の
服
務
の
宣
誓
を
用
い
て
職
務
に
当
た
る
決
一
畳

に
提
出

し
た
こ
と
に
関
す
る
質
問
主
意
書

信
聴
取
に
お
い
て
、
佐
藤
正
久
外
務
副
大
臣

の
宣
誓
」
を
引
用
し
、
「
事
に
臨
ん
で
は
危

も
っ
て
国
民
の
負
託
に
こ
た
え
る
決
意
だ
」

す
る
こ
と
が
政

上
、
一
般
職
の
公
務
員

利
益
の
た
め
に
勤
務
す

ひ
上
司
の
職
務
上
の
命

た
く
誓
い
ま
す
。
」
と

一
い
ま
す
。

異
な
る
こ
と
は
明
ら
か

決
意
を
述
べ
る
こ
と
は

問
二
’
五

、



I
（
憲
法
６
６
条

○
１
２
月
５
日

服
務
の
宣
誓
行

の
生
命
と
財
産

う
基
本
的
姿
勢

Ｏ
し
た
が
っ
て
、

憲
法
６
６
条
２

（
外
務
省
設
置

Ｏ
外
務
副
大
臣

い
く
こ
と
は
当

０
１
２
月
５
日

服
務
の
宣
誓
行

の
生
命
と
財
産

う
基
本
的
姿
勢

○
し
た
が
っ
て

拶
は
、
外
務
省

（
防
衛
省
設
置

○
防
衛
省
・
自

法
６
６
条

条
２
設
置

○
こ
れ

宣
誓
を

め
、
我

一
人
一

る
と
い

る
も
の

Ｏ
１
２

服
務
の

す
る
も

こ
れ

１
２

規
定
さ
れ
て
い
る
。

を
防
衛
す
る
こ
と
を
主
た

文
の
内
容
に
関
す
る
考
え
方

【
答
】
御
指
摘
の
本
年
十
二
月
五
日
の
参
議
院
外
交
防
衛
委
員
会
に
お
け
る
佐
藤
外
務
副
大
臣

の
発
言
は
、
自
衛
隊
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
に
基
づ
く
服
務
の
宣
誓
と
し

て
行
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
外
務
副
大
臣
と
し
て
そ
の
職
務
を
全
う
す
る
と
い
う
佐
藤
外
務
副

大
臣
の
基
本
的
な
姿
勢
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
と
承
知
し
て
い
る
。

政
府
は
、
自
衛
官
の
服
務
の
宣
誓
を
引
用
し
て
副
大
臣
が
職
務
の
決
意
を
述
べ
る
こ
と
は
不

適
切
だ
と
思
わ
な
い
の
か
見
解
を
伺
い
ま
す
。

右
質
問
す
る
。

不
適
切
で
あ
る
と
考
え
ま
す
。

ら
の
任
務
に
従
事
す
る
こ
と
と
な
る
自
衛
隊
員
と
し
て
入
隊
等
す
る
際
に
は
、
服
務
の

書
を
行
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
「
我
が
国
の
平
和
と
独
立
を
守
り
、
国
の
安
全
を
保
っ
た

、
我
が
国
を
防
衛
す
る
」
と
い
う
自
衛
隊
の
任
務
や
隊
員
と
し
て
の
服
務
上
の
義
務
を
隊
員

人
一
人
に
自
覚
さ
せ
、
政
府
の
最
も
重
要
な
責
務
で
あ
る
国
民
の
命
と
幸
せ
な
暮
ら
し
を
守

と
い
う
自
衛
隊
に
対
し
て
託
さ
れ
た
思
い
に
こ
た
え
る
こ
と
を
国
民
に
対
し
て
宣
誓
し
て
い

月
５
日
の
参
議
院
外
交
防
衛
委
員
会
に
お
け
る
佐
藤
副
大
臣
の
挨
拶
は
、
自
衛
隊
員
の

務
の
宣
誓
行
為
と
し
て
行
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
防
衛
省
設
置
法
・
自
衛
隊
法
の
趣
旨
に
反

る
も
の
と
は
考
え
て
い
な
い
。
（
了
）

２
項
と
の
関
係
）

２
月
５
日
の
参
議
院
外
交
防
衛
委
員
会
に
お
け
る
佐
藤
副
大
臣
の
挨
拶
は
、
自
衛
隊
員
の

の
宣
誓
行
為
と
し
て
行
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
我
が
国
の
安
全
と
繁
栄
を
維
持
し
、
国
民

命
と
財
産
を
守
る
た
め
に
、
文
民
た
る
外
務
副
大
臣
と
し
て
そ
の
職
務
を
全
う
す
る
と
い

本
的
姿
勢
を
全
体
と
し
て
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。

た
が
っ
て
、
１
２
月
５
日
の
参
議
院
外
交
防
衛
委
員
会
に
お
け
る
佐
藤
副
大
臣
の
挨
拶
は
、

６
６
条
２
項
の
趣
旨
に
反
す
る
も
の
と
は
考
え
て
い
な
い
。

項
の
趣
旨
に
反
す
る
も
の
と
は
考
え
て
い
な
い
。

で
あ
る
。

法
と
の
関
係
）

大
臣
を
含
め
、
外
務
省
員
が
、
外
務
省
設
置
法
に
し
た
が
っ
て
外
交
政
策
を
行
っ
て

は
当
然
で
あ
る
。

５
日
の
参
議
院
外
交
防
衛
委
員
会
に
お
け
る
佐
藤
副
大
臣
の
挨
拶
は
、
自
衛
隊
員
の

誓
行
為
と
し
て
行
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
我
が
国
の
安
全
と
繁
栄
を
維
持
し
、
国
民

財
産
を
守
る
た
め
に
、
文
民
た
る
外
務
副
大
臣
と
し
て
そ
の
職
務
を
全
う
す
る
と
い

姿
勢
を
全
体
と
し
て
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。

っ
て
、
１
２
月
５
日
の
参
議
院
外
交
防
衛
委
員
会
に
お
け
る
佐
藤
外
務
副
大
臣
の
挨

務
省
設
置
法
の
趣
旨
に
反
す
る
も
の
と
は
考
え
て
い
な
い
。

設
置
法
・
自
衛
隊
法
と
の
関
係
）

・
自
衛
隊
は
、
我
が
国
の
平
和
と
独
立
を
守
り
、
国
の
安
全
を
保
つ
た
め
、
我
が
国

る
こ
と
を
主
た
る
任
務
と
し
て
お
り
、
こ
の
旨
は
防
衛
省
設
置
法
及
び
自
衛
隊
法
に

、

問
二
’
六

I



I
刮
謝
割
劃
判
咽
劇
ヨ
ｑ
銅
ヨ
月
．
ｑ
副
ｌ
劉
謝
陶
州
剰
胴
潮
調
員
封
口
凋
剛
劉
料
馴
馴
馴

Ｏ
小
西
君
ち
ょ
っ
と
時
間
が
切
迫
し
て
し
ま
っ
た
ん
で
す
が
、
佐
藤
副
大
臣
で
す
け
れ
ど
も
、

１
２
月
５
日
の
就
任
の
挨
拶
で
す
ね
、
こ
の
服
務
の
宣
誓
、
具
体
的
に
日
本
語
と
し
て
ど
う
い

う
意
味
、
事
に
臨
ん
で
は
危
険
を
顧
み
ず
、
身
を
も
っ
て
責
務
の
完
遂
に
務
め
、
も
っ
て
国
民

の
負
託
に
応
え
る
決
意
と
い
う
の
は
、
外
務
省
の
行
政
に
当
た
る
身
と
し
て
具
体
的
に
ど
う
い

う
思
い
、
決
意
を
述
べ
た
も
の
で
い
ら
っ
し
ゃ
る
ん
で
す
か
。

○
佐
藤
外
務
副
大
臣
お
答
え
い
た
し
ま
す
。
繰
り
返
し
答
弁
に
な
り
ま
す
が
、
本
件
挨
拶
は
、

自
衛
隊
員
の
服
務
の
宣
誓
行
為
と
し
て
行
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
我
が
国
の
安
全
と
繁
栄
を
維

持
し
、
国
民
の
生
命
と
財
産
を
守
る
た
め
、
文
民
た
る
外
務
副
大
臣
と
し
て
そ
の
職
務
を
全
う

す
る
と
い
う
私
の
基
本
的
姿
勢
を
全
体
と
し
て
述
べ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
点
に
つ
い
て

御
理
解
を
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

特
に
、
我
が
国
は
戦
後
一
貫
し
て
平
和
国
家
と
し
て
の
道
を
歩
ん
で
き
て
お
り
、
こ
の
歩
み

を
引
き
続
き
堅
持
し
て
お
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
方
針
の
下
、
文
民
た
る
外
務
副
大
臣
と
し
て

私
は
こ
の
外
交
的
努
力
を
進
め
て
参
り
た
い
と
い
う
思
い
を
述
べ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
し
か

し
な
が
ら
、
本
件
挨
拶
に
よ
り
ま
し
て
、
結
果
と
し
て
政
府
の
方
針
に
つ
い
て
疑
念
を
招
い
て

し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
大
変
遺
憾
だ
と
い
う
ふ
う
に
思
っ
て
お
り
ま
す
。

○
小
西
君
い
や
、
遺
憾
で
あ
る
の
は
当
然
な
ん
で
す
が
、
や
は
り
、
憲
法
の
文
民
条
項
の
趣

旨
、
あ
る
い
は
外
務
省
設
置
法
の
趣
旨
、
あ
る
い
は
防
衛
省
の
立
場
か
ら
し
て
も
、
自
衛
隊
員

の
み
が
行
う
宣
誓
を
外
交
を
担
当
す
る
政
務
が
就
任
挨
拶
と
し
て
、
決
意
と
し
て
述
べ
る
、
こ

れ
は
や
は
り
自
衛
隊
を
侮
辱
す
る
行
為
だ
と
思
い
ま
す
の
で
、
私
は
、
そ
う
い
う
意
味
で
、
佐

藤
副
大
臣
は
即
刻
辞
職
を
し
て
頂
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
ふ
う
に
思
い
ま
す
。

挨
拶
に
つ
い
て
（
外
務
省
の
考
え
方
）

（
２
０
１
８
年
３
月
１
３
日
（
火
）
の
参
外
防
理
事
会
に
お
け
る
資
料
）

○
我
が
国
は
、
戦
後
一
貫
し
て
平
和
国
家
と
し
て
の
道
を
歩
ん
で
き
て
お
り
、
こ
の
歩
み
を
引

き
続
き
堅
持
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
方
針
の
下
、
文
民
た
る
佐
藤
外
務
副
大
臣
は
、
国
の
外

交
的
努
力
を
進
め
て
い
る
。

○
し
か
し
な
が
ら
、
昨
年
１
２
月
５
日
の
参
議
院
外
交
防
衛
委
員
会
に
お
け
る
佐
藤
副
大
臣
の

挨
拶
に
よ
っ
て
、
結
果
と
し
て
こ
の
よ
う
な
政
府
の
方
針
に
つ
い
て
疑
念
を
招
い
て
し
ま
っ
た

こ
と
は
、
大
変
遺
憾
で
あ
る
。

問
q■■■■

q■■■■■

世



、ﾐン 国会用資料（他省庁作成）

作成日:2018/04/09分類

整理番号:001

件名： 問四・集団的自衛権行使容認の解釈変更の疑義に関連し、
（一） 「昭和四十七年政府見解」の作成に関与した法制局長官は「憲法九条の規定が
容認しているのは個別的自衛権の発動としての自衛行動だけ」 「集団的自衛のための
行動は憲法の認めるところではない」と述べていた。安倍内閣は「昭和四十七年政府
見解の作成当時から限定的に集団的自衛権行使を容認する法理が含まれている」 「憲
法九条の下でも武力の行使ができる基本的な論理の部分は、四十七年見解で示された
基本的な論理であり、その考え方を当時の担当者は皆持っていた」と主張している
が、これは虚偽ではないか。この解釈変更は、憲法解釈文書である昭和四十七年政府
見解を改ざんする違憲行為であり、安倍内閣は即刻内閣総辞職すべきでないか。総理
の見解を伺う。 （同旨小野寺国務大臣）
(答）
一元は公職にあったとは言え、現在は現役を引退された私人の立場にある方の発言
に、政府の立場でコメントすることは差し控えさせていただく。
二また、過去の法制局長官の答弁に関しては、法制局長官から答弁させる。
【基本的論理】
三これまで繰り返し申し上げているとおり、四十七年見解において政府が示した
「基本的論理」とは、
憲法が、 「自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛の措置を
とることを禁じているとは到底解されない」ということである。
四この基本的論理は、政府だけが述べているものではなく、最高裁も、柳II事件判
決において、
「わが国が、自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛のため
の措置を取り得ることは、国家固有の権能の行使として当然のことと言わなければな
らない。 」と述べている。
五このように、四十七年見解における基本的論理は、最高裁判決で示された見解
と、全く同じ考え方に立っている。
【当てはめ】
六その上で、昭和四十七年当時の安全保障環境に照らせば、 「基本的な論理」に当
てはまる場合というのは、 「我が国に対する武力攻撃が発生した場合に限られる」 、
というのが当時の事実認識であったわけである。
七昭和四十七年当時、今からおよそ半世紀前の安全保障環境を振り返れば、
・ 北朝鮮は弾道ミサイルも保有しておらず、核兵器の開発も行っていなかった。
・ 他方弾道ミサイルに対抗するミサイル防衛という手段も全く無かった。
。 また、同盟国である米軍の兵力数は、現在に比べはるかに強大であった。 （兵員
の数、艦艇の隻数、航空機の機数は、現在、いずれも当時の半分）
【注】兵員：三百万人一百四十万人、艦艇：二千二百隻＝九百隻、航空機：六千五百
機一三千六百機
八しかし、今日、我が国を取り巻く安全保障環境は、昭和四十七年当時からは、想
像もつかないほど変化しており、今や、脅威は容易に国境を越えてくる時代となっ
た。
脅威がどの地域において発生しても、我が国の安全保障に直接的な影響を及ぼし得る
状況になっている。もはや、どの国も一国のみでは、自国の安全を守れない時代と
なった。
九半世紀にわたる安全保障環境の大きな変化を踏まえ、 「基本的論理」に基づく
「必要な自衛の措置」とは何かを考え抜いた結果、 「新三要件」の下、我が国の存立
を全うし、国民を守るための「限定的な集団的自衛権」の行使が許容されると判断す
るに至ったものである。
【平和安全法制】
十また、政府の判断（閣議決定）のみで、 「限定的な集団的自衛権」の行使が可能
となったわけではなく、平和安全法制によって初めて可能になったものである。
十一平和安全法制は、憲法解釈を最終確定する権能を有する最高裁の見解に合致し
たものであり、かつ、国権の最高機関である国会において、二百時間を超える充実し
た審議の結果、制定されたものである。
十二このように、平和安全法制は、憲法の下、その内容においても手続きにおいて
も、適切に制定されたものであり、ご指摘は当たらない。

大分類 中分類 小分舞



更問一・横畠法制局長官が、平成二十七年六月十一日及び、同年八月三日に答弁して
いる通り「四十七年見解で示された基本的な論理であるという、そういう考え方を当
時の担当者は皆持っていたということ」という見解は、現在も変わりないか。
(答）
一過去の法制局長官答弁に関しては、法制局長官から答弁させる。

【法制局長官の答弁要旨】
①御指摘の答弁は、昭和四十七年の政府見解の基本的な論理、すなわち、法理の部
分についてのお尋ねに対してお答えしたものであるが、
○平成二十七年六月十一日の参議院外交防衛委員会における答弁は、 「昭和四十七
年当時の担当者の具体的な意識、認識は、先ほどお答え申し上げたとおり、そのよう
な事態というのは我が国に対する武力攻撃が発生した場合に限られるという事実認識
に立っていたわけでございますので、当時、明確に限定的な集団的自衛権の行使とい
うものがこれに当てはまるという認識はなかったと思いますが、法理といたしまして
はまさに当時から含まれている、それは変えない、変わらないということでございま
す。 」であり、

○平成二十七年八月三日の参議院我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特
別委員会における答弁は、 「まさに昭和四十七年当時におきましては、その昭和四十
七年見解の結論で述べておりますとおり、個別的自衛権といいますか、我が国に対す
る武力攻撃が発生した場合のみが、ここに言う外国の武力攻撃によって国民の生命、
自由及び幸福追求の権利が根底から覆されるという急迫不正の事態に当たるのだとい
う、そういう事実認識の下で昭和四十七年見解が作成されているわけでございますけ
れども、その前提となっている、すなわち憲法第9条の下でもなぜ我が国として武力
の行使ができるのかというその基本的な論理の部分は、まさにこの基本的論理、この
四十七年見解で示された基本的な論理であるという、そういう考え方を当時の担当者
は皆持っていたということであろうというお答えをしているわけでございます。 」で
ある。

更問二・四十七年見解の曲解である、と問われた場合。
(答）
一政府が平成二十七年七月の閣議決定で示した憲法解釈は、
○我が国を取り巻く安全保障環境が客観的に大きく変化しているという現実を踏ま
え、

○従来の憲法解釈との論理的整合性と法的安定性に十分留意し、
○従来の政府見解における憲法第九条の解釈の「基本的な論理」の枠内で、国民の
命と平和な暮らしを守り抜くための合理的な結論を導いたものである。

二合理的な解釈の限界を超えるような憲法解釈の変更ではない。

成30年4月9日 （第196回国会）答弁：平成30年4月9日 （第19
院 ：参議院決算

質問者：小西洋之 党派：民進

答弁者：安倍内閣総理大臣

答弁作成者：国家安全保障局

値
備考：安保局作成法制局合議【対総理】300409対総理問4(1)(集団的自衛権).docx



四
月
九
日
参
・
決
算
委
小
西
洋
之
君

内
閣
官
房
国
家
安
全
保
障
局
作
成
↓
協
議
先
外
務
省
、

〕
廻
国
禺
回

の
鯛
新
変
更
の

筐
の
作
成
に
閨

し
て
い
る
の
は

‘
集
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Ｌ
Ｑ
Ｂ
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Ｂ
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憲
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四
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萬
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ノ

－、
四
月
九
日
参
・
決
算
委

小
西
洋
之
君

憲
法
九
条
の
蟻
定
が

し
て
の
自
衛
行
動
だ

の
る
と
こ
ろ
で
は
な

呵
睾
一

塁
遅
害

Ｌ
、
。

朋
称
変
更
の
疑
義
に
蔭
達
し

の
作
成
に
関
与
し
た
法
制
局
長
官
は

」
い
る
の
は
個
別
的
自
衛
権
の
発
動

国
的
自
衛
の
た
め
の
行
動
は
憲
法
の

一
へ
て
い
た
安
倍
内
雪
ま
「
昭
和
四

一
一
一

ハ
ー
王
書

【
基
本
的
論
理
】

三
こ
れ
ま
で
繰
り
返
し
申
し
上
げ
て
い
る
と
お
り
、
四
十
七
年

見
解
に
お
い
て
政
府
が
示
し
た
「
基
本
的
論
理
」
と
は
、

憲
法
が
、
「
自
国
の
平
和
と
安
全
を
維
持
し
そ
の
存
立
を

二
ま
た
、
過
去
の
法
制
局
長
官
の
答
弁
に
関
し
て
は
、
法
制

長
官
か
ら
答
弁
さ
せ
る
。

｜
元
は
公
職
に
あ
っ
た
と
は
言
え
《
現
在
は
現
役
を
引
退
さ

た
私
人
の
立
場
に
あ
る
方
の
発
言
に
、
政
府
の
立
場
で
コ
メ

卜
す
る
こ
と
は
差
し
控
え
さ
せ
て
い
た
だ
く
。

へ

答
…

全
う
す
る
た
め
に
必
要
な
自
衛
の
措
置
を
と
る
こ
と
を
禁
じ

て
い
る
と
は
到
底
解
さ
れ
な
い
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

‐
Ｌ
川
Ⅵ
ｒ
‐
問
四
（
一
）
’
一

局 ンれ



【
当
て
は
め
】

六
そ
の
上
で
《
昭
和
四
十
七
年
当
時
の
安
全
保
障
環
境
に
照

ら
せ
ば
、
「
基
本
的
な
論
理
」
に
当
て
は
ま
る
場
合
と
い
う

の
は
、
「
我
が
国
に
対
す
る
武
力
攻
撃
が
発
生
し
た
場
合
に

限
ら
れ
る
」
、
と
い
う
の
が
当
時
の
事
実
認
識
で
あ
っ
た
わ

け
で
あ
る
。

五
こ
の
よ
う
に
、
四
十
七
年
見
解
に
お
け
る
基
本
的
論
理
は
、

最
高
裁
判
決
で
示
さ
れ
た
見
解
と
、
全
く
同
じ
考
え
方
に
立

っ
て
い
る
。

四
こ
の
基
本
的
論
理
は
、
政
府
だ
け
が
述
べ
て
い
る
も
の
で

は
な
く
、
最
高
裁
も
、
砂
川
事
件
判
決
に
お
い
て
、

「
わ
が
国
が
、
自
国
の
平
和
と
安
全
を
維
持
し
そ
の
存
立

を
全
う
す
る
た
め
に
必
要
な
自
衛
の
た
め
の
措
置
を
取
り
得

る
こ
と
は
、
国
家
固
有
の
権
能
の
行
使
と
し
て
当
然
の
こ
と

と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
と
述
べ
て
い
る
。

問
四
（
｜
）
’
二



八
し
か
し
、
今
日
、
我
が
国
を
取
り
巻
く
安
全
保
障
環
境
は
、

昭
和
四
十
七
年
当
時
か
ら
は
、
想
像
も
つ
か
な
い
ほ
ど
変
化

し
て
お
り
、
今
や
、
脅
威
は
容
易
に
国
境
を
越
え
て
く
る
時

代
と
な
っ
た
。

脅
威
が
ど
の
地
域
に
お
い
て
発
生
し
て
も
、
我
が
国
の
安

全
保
障
に
直
接
的
な
影
響
を
及
ぼ
し
得
る
状
況
に
な
っ
て
い

る
。
も
は
や
、
ど
の
国
も
一
国
の
み
で
は
、
自
国
の
安
全
を

守
れ
な
い
時
代
と
な
っ
た
。

昭
和
四
十
七
年
当
時
、
今
か
ら
お
よ
そ
半

保
障
環
境
を
振
り
返
れ
ば
、

．
北
朝
鮮
は
弾
道
ミ
サ
イ
ル
も
保
有
し
て

器
の
開
発
も
行
っ
て
い
な
か
っ
た
。

、
他
方
、
弾
道
ミ
サ
イ
ル
に
対
抗
す
る
ミ

い
う
手
段
も
全
く
無
か
っ
た
。

．
ま
た
、
同
盟
国
で
あ
る
米
軍
の
兵
力
数

べ
は
る
か
に
強
大
で
あ
っ
た
。
（
兵
員
の

数
、
航
空
機
の
機
数
は
、
現
在
、
い
ず
れ
も

【
注
】
兵
員
《
三
百
万
人
二
百
四
十
万
人
艦
艇
《
一
一
千
一

航
空
機
”
六
千
五
百
機
三
一
一
千
六
百
機仁

問
四
（
｜
）
’
三

一
二
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十
二
こ
の
よ
う
に
、
平
和
安
全
法
制
は
ゞ
憲
法
の
下
、
そ
の

内
容
に
お
い
て
も
手
続
き
に
お
い
て
も
、
適
切
に
制
定
さ
れ

た
も
の
で
あ
り
、
ご
指
摘
は
当
た
ら
な
い
。

十
一
平
和
安
全
法
制
は
、
憲
法
解
釈
を
最
終
確
定
す
る
権
能

【
平
和
安
全
法
制
】

十
ま
た
、
政
府
の
判
断
（
閣
議
決
定
）
の
み
で
、
「
限
定
的

な
集
団
的
自
衛
権
」
の
行
使
が
可
能
と
な
っ
た
わ
け
で
は
な

く
、
平
和
安
全
法
制
に
よ
っ
て
初
め
て
可
能
に
な
っ
た
も
の

で
あ
る
。

九
半
世
紀
に
わ
た
る
安
全
保
障
環
境
の
大
き
な
変
化
を
踏
ま

え
、
「
基
本
的
論
理
」
に
基
づ
く
「
必
要
な
自
衛
の
措
置
」

と
は
何
か
を
考
え
抜
い
た
結
果
、
「
新
三
要
件
」
の
下
、
我

が
国
の
存
立
を
全
う
し
、
国
民
を
守
る
た
め
の
「
限
定
的
な

集
団
的
自
衛
権
」
の
行
使
が
許
容
さ
れ
る
と
判
断
す
る
に
至

っ
た
も
の
で
あ
る
。

を
有
す
る
最
高
裁
の
見
解
に
合
致
し
た
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、

国
権
の
最
高
機
関
で
あ
る
国
会
に
お
い
て
、
二
百
時
間
を
超

え
る
充
実
し
た
審
議
の
結
果
、
制
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

帳
”



【
法
制
局
長
官
の
答
弁
要
旨
】

①
御
指
摘
の
答
弁
は
、
昭
和
四
十
七
年
の
政
府
見
解
の
基

的
な
論
理
、
す
な
わ
ち
、
法
理
の
部
分
に
つ
い
て
の
お
尋

に
対
し
て
お
答
え
し
た
も
の
で
あ
る
が
、

○
平
成
二
十
七
年
六
月
十
一
日
の
参
議
院
外
交
防
衛

員
会
に
お
け
る
答
弁
は
、
「
昭
和
四
十
七
年
当
時
の
担

者
の
具
体
的
な
意
識
、
認
識
は
ゞ
先
ほ
ど
お
答
え
申
し

げ
た
と
お
り
、
そ
の
よ
う
な
事
態
と
い
う
の
は
我
が
国

対
す
る
武
力
攻
撃
が
発
生
し
た
場
合
に
限
ら
れ
る
と
い

事
実
認
識
に
立
っ
て
い
た
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、

時
、
明
確
に
限
定
的
な
集
団
的
自
衛
権
の
行
使
と
い
う

の
が
こ
れ
に
当
て
は
ま
る
と
い
う
認
識
は
な
か
っ
た
と

い
ま
す
が
、
法
理
と
い
た
し
ま
し
て
は
ま
さ
に
当
時
か

含
ま
れ
て
い
る
、
そ
れ
は
変
え
な
い
、
変
わ
ら
な
い
と

う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。
」
で
あ
り
、

馴
悟
問
四
（
｜
）
’
五

更
問
一
・
横
畠
法
制
局
長
官
が
、
平
成
二
十
七
年
六
月
十
一
日

及
び
、
同
年
八
月
三
日
に
答
弁
し
て
い
る
通
り
「
四
十
七

年
見
解
で
示
さ
れ
た
基
本
的
な
論
理
で
あ
る
と
い
う
、
そ

う
い
う
考
え
方
を
当
時
の
担
当
者
は
皆
持
っ
て
い
た
と
い

う
こ
と
」
と
い
う
見
解
は
、
現
在
も
変
わ
り
な
い
か
。

（
答
）

’

過
去
の
法
制
局
長
官
答
弁
に
関
し
て
は
、
法
制
局
長
官
か

ら
答
弁
さ
せ
る
。

ら思も当 うに 上当委 ね本い



平
成
二
十
七
年
八
月
三
日
の
参
議
院
我
が
国
及
び
国

社
会
の
平
和
安
全
法
制
に
関
す
る
特
別
委
員
会
に
お
け

答
弁
は
、
「
ま
さ
に
昭
和
四
十
七
年
当
時
に
お
き
ま
し

は
、
そ
の
昭
和
四
十
七
年
見
解
の
結
論
で
述
べ
て
お
り

す
と
お
り
、
個
別
的
自
衛
権
と
い
い
ま
す
か
、
我
が
国

対
す
る
武
力
攻
撃
が
発
生
し
た
場
合
の
み
が
、
こ
こ
に

う
外
国
の
武
力
攻
撃
に
よ
っ
て
国
民
の
生
命
、
自
由
及

幸
福
追
求
の
権
利
が
根
底
か
ら
覆
さ
れ
る
と
い
う
急
迫

正
の
事
態
に
当
た
る
の
だ
と
い
う
、
そ
う
い
う
事
実
認

の
下
で
昭
和
四
十
七
年
見
解
が
作
成
さ
れ
て
い
る
わ
け

ご
ざ
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
前
提
と
な
っ
て
い
る
、

な
わ
ち
憲
法
第
９
条
の
下
で
も
な
ぜ
我
が
国
と
し
て
武

の
行
使
が
で
き
る
の
か
と
い
う
そ
の
基
本
的
な
論
理
の

分
は
、
ま
さ
に
こ
の
基
本
的
論
理
、
こ
の
四
十
七
年
見

で
示
さ
れ
た
基
本
的
な
論
理
で
あ
る
と
い
う
、
そ
う
い

考
え
方
を
当
時
の
担
当
者
は
皆
持
っ
て
い
た
と
い
う
こ

で
あ
ろ
う
と
い
う
お
答
え
を
し
て
い
る
わ
け
で
ご
ざ
い

す
。
」
で
あ
る
。

四
七
見
解
の
曲
解
に
関
す
る

更
間
あ
り

問
四
（
｜
）
’
六 まとう 解部力すで識不び 言に まてる際



｜
｜
合
理
的
な
解
釈
の
限
界
を
超
え
る
よ
う
な
憲
法
解
釈
の
変

更
で
は
な
い
。

（
答
）

一

○
従
来
の
政
府
見
解
に
お
け
る
憲
法
第
九
条
の
解
釈
の

「
基
本
的
な
論
理
」
の
枠
内
で
、
国
民
の
命
と
平
和
な
暮

ら
し
を
守
り
抜
く
た
め
の
合
理
的
な
結
論
を
導
い
た
も
の

で
あ
る
。

○
従
来
の
憲
法
解
釈
と
の
論
理
的
整
合
性
と
法
的
安
定
性

に
十
分
留
意
し
、

解
釈
は

○
我
が
国
を
取
り
巻
く
安
全
保
障
環
境
が
客
観
的
に
大
き

く
変
化
し
て
い
る
と
い
う
現
実
を
踏
ま
え
、

政
府
が
平
成
二
十
七
年
七
月
の
閣
議
決
定
で
示
し
た
憲
法

、

問
四
（
｜
）
’
七

日
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【
参
考
二
】
平
成
二
十
七
年
六
月
十
一
日

○
政
府
特
別
補
佐
人
（
横
畠
裕
介
君
）

な
意
識
、
認
識
は
、
先
ほ
ど
お
答
え
申
‐

の
は
我
が
国
に
対
す
る
武
力
攻
撃
が
発
些

立
っ
て
い
た
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、

一日

【
参
考
一
】
昭
和
四
十
七
年
九
月
十
四
日
参
・
決
算
委
吉
國
内
閣
法
制
局
長
官
答
弁

私
の
、
こ
れ
は
お
答
え
と
申
し
上
げ
る
よ
り
釈
明
み
た
い
な
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、

平
和
条
約
の
五
条
の
Ｃ
項
で
ご
ざ
い
ま
す
か
、
と
安
保
条
約
の
前
文
、
日
ソ
共
同
宣
言

で
、
わ
が
国
が
自
衛
権
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
確
認
を
し
て
お
り
ま
す
。
そ
の
自

衛
権
に
は
、
形
容
詞
が
つ
い
て
お
り
ま
し
て
、
個
別
的
及
び
集
団
的
自
衛
の
固
有
の
権
利

が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
条
約
上
う
た
わ
れ
て
お
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
国
際
法
上
の
問
題

と
し
て
、
日
本
が
自
衛
権
を
持
っ
て
い
る
、
そ
の
自
衛
権
と
い
う
の
は
個
別
的
及
び
集
団

的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
国
際
法
上
う
た
っ
た
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
憲
法
上

こ
う
い
う
権
利
の
行
使
に
つ
い
て
は
、
ま
た
別
途
措
置
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
憲
法

で
は
わ
が
国
は
い
わ
ば
集
団
的
自
衛
の
権
利
の
行
使
に
つ
い
て
、
自
己
抑
制
を
し
て
い

と
い
た
し
ま
し
て
は
ま
さ
に
当
時
か
ら
含
ま
れ
て
い
る
、
そ
れ
は
変
え
な
い
、
変
わ
ら
な

い
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。

使
と
い
う
も
の
が
こ
れ
に
当
て
は
ま
る
と
い
う
認
識
は
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
が
、
法
理

て
、
そ
の
法
律
論
の
由
来
は
先
ほ
ど
同
じ
よ
う
な
答
弁
を
何
回
も
申
し
上
げ
ま
し
た
が
、

あ
の
よ
う
な
説
明
で
、
わ
が
国
が
侵
略
さ
れ
た
場
合
に
、
わ
が
国
の
国
民
の
生
命
、
自
由

及
び
幸
福
追
求
の
権
利
を
守
る
た
め
に
そ
の
侵
略
を
排
除
す
る
た
め
の
措
置
を
と
る
と

い
う
の
が
自
衛
行
動
だ
と
い
う
考
え
方
で
、
そ
の
結
果
と
し
て
、
集
団
的
自
衛
の
た
め
の

行
動
は
憲
法
の
認
め
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
と
い
う
法
律
論
と
し
て
説
明
を
し
て
い
る
つ

も
り
で
ご
ざ
い
ま
す

、
』
氏
。
〆

へ

略
一

る
と
こ
ろ
で
は
な
い
と
い
う
法
律
論
と
し
て
説
明
を
し
て
い
る
つ
も
り
で
ご
ざ
い
ま
す
。

利
を
守
る
た
め
に
そ
の
侵
略
を
排
除
す
る
た
め
の
措
置
を
と
る
と
い
う
の
が
自
衛
行
動

る
と
申
し
ま
す
か
、

日
本
国
の
国
内
法
と
し
て
憲
法
第
九
条
の
規
定
が
容
認
し
て
い
る

参
・
外
防
委

介
君
）
昭
和
四
十
七
年
当
時
の
担
当
者
の
具
体
的

え
申
し
上
げ
た
と
お
り
、
そ
の
よ
う
な
事
態
と
い
う

が
発
生
し
た
場
合
に
限
ら
れ
る
と
い
う
事
実
認
識
に

当
時
、
明
確
に
限
定
的
な
集
団
的
自
衛
権
の
行

圃
三
か
山
〃
山
缶
山
圭
唾
・
‐

問
四
（
｜
）

’
八



〔
参
考
四
】
小
西
君
提
出
参
考
資
料
抜
粋
（
平
成
三
十
年
三
月
二
十
八
日
）

【
参
考
三
】
平
成
二
十
七
年
八
月
三
日
参
・
平
和
安
全
特
委

○
政
府
特
別
補
佐
人
（
横
畠
裕
介
君
）

ま
さ
に
昭
和
四
十
七
年
当
時
に
お
き
ま
し
て
は
、
そ
の
昭
和
四
十
七
年
見
解
の
結
論

で
述
べ
て
お
り
ま
す
と
お
り
、
個
別
的
自
衛
権
と
い
い
ま
す
か
、
我
が
国
に
対
す
る
武
力

攻
鑿
が
発
生
し
た
場
合
の
み
が
、
こ
こ
に
言
う
外
国
の
武
力
攻
鑿
に
よ
っ
て
国
民
の
生

命
、
自
由
及
び
幸
福
追
求
の
権
利
が
根
底
か
ら
覆
さ
れ
る
と
い
う
急
迫
不
正
の
事
態
に

当
た
る
の
だ
と
い
う
《
そ
う
い
う
事
実
認
識
の
下
で
昭
和
四
十
七
年
見
解
が
作
成
さ
れ

う
こ
と
で
あ
ろ
う
と
い
う
お
答
え
を
し
て
い
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。

的
な
論
理
で
あ
る
と
い
う
、
そ
う
い
う
考
え
方
を
当
時
の
担
当
者
は
皆
持
っ
て
い
た
と
い

な
論
理
の
部
分
は
、
ま
さ
に
こ
の
基
本
的
論
理
、
こ
の
四
十
七
年
見
解
で
示
さ
れ
た
基
本

九
条
の
下
で
も
な
ぜ
我
が
国
と
し
て
武
力
の
行
使
が
で
き
る
の
か
と
い
う
そ
の
基
本
的

て
い
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
前
提
と
な
っ
て
い
る
、
す
な
わ
ち
憲
法
第

『横畠君がそう言っているの！？
そういう分析をした記憶はないし、

そういう理解はなかったと思いますね。

琴

轆
封

且

■

、
－－

。

“ 、

。

これを根拠に解釈改憲なんて夢にも思っ
ていなかった。

いやあ、よく掘り出したものだね」
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Ｉ 罰安保国会での｢S4了政府見解の読み替え｣全否定陳

濱圏邦夫元最高裁判所判事
ますと、政府としてI

明ら馴酌｝國重よる…というもの鰯対象は我が国であると。こ刺ま日本語の読み方と
して､…，レベルの人なら!…く、 ．“

､んだとL 法匪という、つま
主張する、これはり、字義を操って、法文そ

あしき例であると､とても
法文そのものの意図するところとは懸け離れたことを主張する、

錨えられないと｡率成""…蝋測醗
ノ

）
C，

宮崎礼壹元内閣法制局長官L ＝－

吟i…とある表現
むと読めると強弁して…これ朧

こは勘逼堂臘醐昌垂盈幽宣曼武鵬も含
いわば黒を白と言いくるめる熱､と言うしかあ妙霧せん。

平成27年6月22日衆儀暁■■■

日弁連憲法問題対策本部副本部長L伊藤真
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さ得ませ(ん当 れている
平成27年9月8日参殿暁
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（
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吐

〆

それI3論たい人がそう読んでいるというだけの冒溌鞠刷笥予って通るかというと、
密れI調童らなし略しよう｡乎慮27年9”日衆繍院



、ン 国会用資料(他省庁作成）
作成日:2018/11/07分類

整理番号:001

件名： 問二・沖縄問題について、普天間の現状や辺野古移設の現状・訴訟状況をどのように
認識しているのか。また、沖縄県知事が話合いを行いたいと言ってきたとき、対応す
る予定はあるのか。対応することにより、現在、沖縄県は県民投票を行おうとしてい
るが、移設を認めた判決があるにもかかわらず、それを県民投票で覆そうとしている
憲法上の問題があると思われるが、それを回避できるのではないか。総理の見解を伺
う。 （同旨防衛大臣、官房長官）
【注】議員は、本質問内の憲法上の問題にも質問として触れる可能性があるとのこ
と。
（答）
一住宅や学校で囲まれ、世界で一番危険とも言われている普天間飛行場の固定化は
絶対に避けなければならない。
これが大前提であり、政府と地元の皆様の共通認識であると思う。

二沖縄県による埋立承認の撤回については、事業者である沖縄防衛局が、行政不服
審査法に基づき、公有水面埋立法を所管する国土交通大臣に対して「審 査請
求」を行うとともに、 「執行停止の申立て」を行い、十月三十日、国土交通大臣によ
り、関係法令にのっとり、執行停止の決定が行われたことから、 昨日（一日）よ
り、海上作業を再開していると報告を受けている。
三また、政府と沖縄県との間では、 「普天間飛行場 負担軽減推進会議」や、
「政府・沖縄県協議会」という、協議の枠組みがある。
四政府としては、 このような協議の枠組みを活用し、基地負担軽減のための政府の
取組について、粘り強く、丁寧に説明していきたいと考えている。
五県民投票については、地方自治体の条例に関することであり、政府としてコメ
ントすることは差し控えるが、辺野古への移設は、最高裁判所で「違法」 も「不
当」もないことが確認された埋立承認に基づいて進めているものである。今後とも、
丁寧な説明に努め、御理解・御協力が得られるよう、粘り強く 取り組んでまい
る。

六いずれにしても、今後とも、地元の皆様の御理解を得る努力を続けながら、普天
間飛行場の一日も早い全面返還を実現するため、全力で取り組んでまい る。

答弁：平成30年11月2日 （第197回国会）
院 ：衆議院予算

質問者：下地幹郎 党派：維新

答弁者：安倍内閣総理大臣

答弁作成者：防衛省

垣
,ハゾ

備考：301102下地幹郎君(辺野古を進める前に対話が必要)対総理.docx

＝
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世
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五
県
民
投
票
に
つ
い
て
は
、
地
方
自
治
体
の
条
例
に
関
す
る

こ
と
で
あ
り
、
政
府
と
し
て
コ
メ
ン
ト
す
る
こ
と
は
差
し
控
え

る
が
、
辺
野
古
へ
の
移
設
は
、
最
高
裁
判
所
で
「
違
法
」
も

「
不
当
」
も
な
い
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
埋
立
承
認
に
基
づ
い
て

進
め
て
い
る
も
の
で
あ
る
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今
後
と
も
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丁
寧
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説
明
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努
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御
理
解
・
御
協
力
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得
ら
れ
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よ
う
、
粘
り
強
く
取
り
組
ん
で
ま
い
る
。

四
政
府
と
し
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は
、
こ
の
よ
う
な
協
議
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枠
組
み
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し
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基
地
負
担
軽
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の
た
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寧
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す
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に
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に
よ
り
、
関
係
法
令
に

の
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と
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行
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と
か
ら
、
昨
日

（
一
日
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よ
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海
上
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を
再
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て
い
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を
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て
い
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六
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ず
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し
て
も
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と
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､､V国会用資料(他省庁作成）
作成日:2018/ll/07分類

整理番号:001

件名： 問1－1.沖縄問題について、普天間の現状や辺野古移設の現状・訴訟状況をどのよ
うに認識しているか。
（答）
1 普天間飛行場の辺野古移設をめぐる問題の原点は、市街地に位置し、住宅や学校
で囲まれ、世界で一番危険とも言われている普天間飛行場の危険除去と返還であ
り、 これは、政府と沖縄県との共通認識である。

泉､琴認瀦騨謡霊譲謹育､,菅香砺譲窪壼稟蜑甕弾重合識鰡
大使との会談であり、その3年後には、当時の県知事及び名護市長の同意の下、辺野
古移設を閣議決定した。
3その後、沖縄や政府の多くの関係者が努力を重ねてきたにもかかわらず、様々な
事情により移設は進まなかったが、安倍政権では、辺野古移設に必要な埋立承認を
受けて（平成25年12月） 、自然環境や住民の生活環境にも最大限配慮し、工事を
進めてきた。
4辺野古への移設が実現すれば、飛行経路が海上となることで、安全性は格段に向
上し、騒音も大幅に軽減され、住宅防音が必要となる世帯は、一万数千戸からゼ
ロとなる。

5 また、辺野古移設と併せて、沖縄に所在するといわれる米軍約2万8千人の3分
の1に当たる約9千人をグアムを始め海外に移転する事業も推進してい る。
6政府としては、早期に辺野古への移設と普天間飛行場の返還を実現したいとの考
えに変わりはない。
7 また、沖縄県の埋立承認撤回処分に対して、沖縄防衛局が行った「審査請求」
及び「執行停止の申立て」については、公有水面埋立法の所管大臣たる国土交通大
臣により、関係法令にのっとり、執行停止の決定が行われたものと承知している。
沖縄防衛局では、これを受けて、昨日（1日）から海上作業を再開したと報告を受
けている。
8 これは、法治国家として、法律に基づき、必要な法的手続きが行われたと認識し
ており、これを尊重すべきものと考えている。

問1－2．また、沖縄県知事が話合いを行いたいと言ってきたとき、対応する予定は
あるのか。
（答）
1 政府と沖縄県との間では、 「普天間飛行場負担軽減推進会議」や、 「政府・沖
縄県協議会」という、協議の枠組みがある。
2政府としては、このような協議の枠組みを活用し、基地負担軽減のための政府の
取組について、粘り強く、丁寧に説明していきたいと考えている。

更問玉城知事は、来週にでも、総理、官房長官との面会を求めているが、どう対応
するのか。
（答）
l 沖縄県の玉城知事とは、先般（10月12日） 、官邸で、総理と私（官房長官）
がお会いし、沖縄基地負担軽減のため、政府が進めている対策の現状と、 普天間飛
行場の辺野古移設についての考え方をご説明した。
2現段階では何も決まっていないが、双方の日程が合えば、私（官房長官）が知事
にお会いし、改めてお話を伺いたいと考えている。
（更に、総理との面会はセットしないのかと問われた場合）
1 総理は、先般、既に一度知事と面会しており、今回は、基地負担軽減担当大臣と
して、私（官房長官）がお話を伺いたい。

問1－3対応することにより、現在、沖縄県は県民投票を行おうとしているが、移
設を認めた判決があるにもかかわらず、それを住民投票で覆そうとしている憲法上の
問題があると思われるが、それを回避できるのではないか。
（答）

1県民投票については、地方自治体の条例に関することであり、政府としてコメン
トすることは差し控えたい。

大分類 『 ｡分類 小分類



2 いずれにせよ、安倍政権としては、基地負担軽減のため、 「できることはすべて
行う、 目に見える形で実現する」という方針の下、取り組んでいる。
3今後とも、普天間飛行場の危険除去と辺野古移設に関する政府の考え方や､沖縄
の負担軽減を目に見える形で実現するという政府の取組について丁寧に説明し、玉
城知事をはじめ、地元の皆様の御理解・御協力を得られるよう、粘り強く取り組んで
まいる。

更問1 移設を認めた判決があるにもかかわらず、それを県民投票で覆そうとしてい
ることについては憲法上の問題があると思われるが、政府の見解如何。
（答）
l 辺野古への移設は、最高裁判所で「違法」も「不当」もないことが確認された埋
立承認に基づいて進めているものと認識している。

更問2県民投票の結果、 「辺里
重し、工事を停止するのか。
（答）
1 （県民投票の結果、どうなそ
い。

2 いずれにしても、政府としマ
政府の考え方や、沖縄の負担軽撒
いて丁寧に説明し、玉城知事をI:
う、粘り強く取り組んでまいる。

答弁：平成30年ll月2日 （第197回国会）
院 ：衆議院予算

質問者：下地幹郎 党派：維新

答弁者：菅内閣官房長官

答弁作成者：防衛省

県民投票の結果、 「辺野

しても、政府として

古ノー」が上回れば、政府として、沖縄の民意を尊
工事を停止するのか。

県民投票の結果、どうなるかという）仮定の話であり、コメントは差し控えた

は、普天間飛行場の危険除去と辺野古移設に関する
や、沖縄の負担軽減を目に見える形で実現するという政府の取組につ
明し、玉城知事をはじめ、地元の皆様の御理解・御協力を得られるよ

晶
備考：301102下地君(官房長官).doc

ソ



(対官房長官）

1 1月2日衆・予算委下地幹郎君（維新）

問1－1 ．沖縄問題について、普天間の現状や辺野古移

設の現状・訴訟状況をどのように認識している

か。

(答）

1 普天間飛行場の辺野古移設をめぐる問題の原点は、

市街地に位置し、住宅や学校で囲まれ、世界で－番

危険とも言われている普天間飛行場の危険除去と

返還であり、これは、政府と沖縄県との共彌認識で

ある。

蕊
問1－1



4辺野古への移設が実現すれば、飛行経路が海上と

なることで、安全性は格段に向上し、騒音も大幅に

軽減され、住宅防音が必要となる世帯は、一万数千

戸からゼロとなる。

5また、辺野古移設と併せて、沖縄に所在するとい

われる米軍約2万s千人の3分の1に当たる約9

千人をグアムを始め海外に移転する事業も推進し

ている。

6政府としては、早期に辺野古への移設と普天間飛

行場の返還を実現したいとの考えに変わりはない。

フ また、沖縄県の埋立承認撤回処分に対して、沖縄

防衛局が行った「審査請求」及び「執行停止の申立

て」については、公有水面埋立法の所管大臣たる国

土交通大臣により、関係法令にのっとり、執行停止

の決定が行われたものと承知している。沖縄防衛局

では、これを受けて、昨日（1日）から海上作業を

再開したと報告を受けている。

S これは、法治国家として、法律に基づき、必要な

法的手続きが行われたと認識しており、これを尊重

すべきものと考えている。

問1－2



1

1 政府と沖縄県との間では、 「普天間飛行場負担軽

減推進会議」や、 「政府・沖縄県協議会」という、

協議の枠組みがある。

2政府としては､このような協議の枠組みを活用し、

基地負担軽減のための政府の取組について、粘り強

〈、丁寧に説明していきたいと考えている。

(更問あり）
＜

問1－s



1 沖縄県の玉城知事とは、先般(10月12日)、官

邸で、総理と私（官房長官）がお会いし、沖縄基地

負担軽減のため、政府が進めている対策の現状と、
普天間飛行場の辺野古移設についての考え方をご

説明した。

2現段階では何も決まっていないが、双方の日程が

合えば、私（官房長官）が知事にお会いし、改めて

お話を伺いたいと考えている。
）

(更に、総理との面会はセットしないのかと問われた

場合）

1 総理は、先般、既に一度知事と面会しており、今

回は、基地負担軽減担当大臣として、私（官房長官）

がお話を伺いたい。

問1－4

更問玉
の面；
灰知事は、釆週にでも、総埋、官房長官と

菫を求めているが、どう対応するのか。



S対応するEとにより弓~現在三~沖縄県1ま県
民投票を行おうとしているが、移設を認め
た判決があるにもかかわらず、それを住民
投票で覆そうとしている憲法上の問題があ
ると思われるが、それを回避できるのでは
ないか。

1－

(答）

1 県民投票については､地方自治体の条例に関する

ことであり、政府としてコメントすることは差し控

えたい。

2 いずれにせよ、安倍政権としては、基地負担軽減

のため、 「できることはすべて行う、目に見える形

で実現する」という方針の下、取り組んでいる。

S今後とも、普天間飛行場の危険除去と辺野古移設

に関する政府の考え方や、沖縄の負担軽減を目に見

える形で実現するという政府の取組について丁寧

に説明し、玉城知事をはじめ、地元の皆様の御理

解・御協力を得られるよう、粘り強く取り組んでま
「

いる。

三 （更問2間あり）
問1－5



1 移設を認あ7三判決があるT三~毛~が而牙う~弓~ず了
それを県民投票で覆そうとしていることにつ
いては憲法上の問題があると思われるが、政
府の見解如何。

西
目 ）

辺野古への移設は、最高裁判所で「違法」も「不

当」もないことが確認された埋立承認に基づいて進

1

めているものと認識している。

(更問2あり）

商計二言



更問2 県民投票の結果、 「辺野古ノー」が上回れ

ば、政府として、沖縄の民意を尊重し、工事

を停止するのか。

(答）

1 （県民投票の結果、どうなるかという）仮定の話

であり、コメントは差し控えたい。

いずれにしても、政府としては、普天間飛行場の

危険除去と辺野古移設に関する政府の考え方や、沖

縄の負担軽減を目に見える形で実現するという政

府の取組について丁寧に説明し、玉城知事をはじめ、

地元の皆様の御理解・御協力を得られるよう、粘り

強く取り組んでまいる。

2

問'-J



（対官房長官）

1 1月2日衆・予算委 下地幹郎君（維新）

防衛省作成→協議先法制局

金の刀､。 百可ﾛロ、同上

吉舎
＝
■■

可

まあ句の力､e

弓侭0

答弁連絡責任者

防衛省大臣官房

米軍再編調整官三原祐和

連絡先{､役所■■■ロ
ペ

I携帯■■■■■■■■■■■■■■■

(提出期限25時50分 提出26時45分）



一

煮V国会用資料(他省庁作成）
作成日:2018/l1/07分類

整理番号:001

件名： 問二.交戦権と自衛隊について、
（一）憲法九条二項の「交戦権」について、 日本は国連憲章に基づく個別的自衛権、
集団的自衛権、集団的安全保障の実力行使を持ち、個別的自衛権に基づく交戦権等も
持っており、憲法九十八条二項に基づき条約の誠実遵守義務を持つ一方で、九条二項
で交戦権を否定しているのは、矛盾しているのではないか、総理の見解を伺う。 （同
旨防衛大臣）
（答）
一憲法第九条二項の「交戦権」とは、戦いを交える権利という意味ではなく､交戦
国が国際法上有する種々の権利の総称である。
（注）相手兵力の殺傷・破壊、領土の占領、臨検・掌捕等
二また、個別的、集団的自衛権及び集団安全保障措置に基づく 「武力の行使」は国
連憲章上、許容されている。
三我が国は独立国家として国際法上国家に許容されている様々な権利を保有してい
ることは当然である。
他方、 これらの権利は、あくまで権利であって、その行使は義務ではない。
四我が国が憲法上許されるのは、我が国を防衛するための必要最小限度の実力の行
使に限られ、また、交戦権は否定されているが、 このことは、憲法 第九十
八条の定める条約の誠実遵守義務と矛盾するものではないと考えている。
五いずれにせよ、我が国が、我が国を防衛するための必要最小限度の実力を行使し
得ることは当然である。

更問.交戦権が否定されて、我が国の防衛ができるのか。
（答）
一憲法は交戦権を否定しているが、憲法上、我が国を防衛するための必要最小限度
の実力を行使し得ることは当然である。
ここのことは、砂川事件における最高裁判決においても、明確に認められている。

答弁：平成30年11月7日 （第197回国会）
院 ：参議院予算

質問者：浅田均 党派：維新

答弁者：安倍内閣総理大臣

答弁作成者：防衛省
、

値
備考: [set]301107浅田君問二(-)(交戦権).docx

大分類 中分類 小分類



答
弁
連
絡
責
任
者

防
衛
省
大
臣
官
房

防
衛
省
作
成
↓
協
議
先
内
閣
法
制
局
、
外
務
省

問
二
交
戦
権
と
自
衛
隊
に
つ
い
て
、

（
一
）
憲
法
九
条
二
項
の
「
交
戦
権
」
に
つ
い
て
、
日
本
は
国

連
憲
章
に
基
づ
く
個
別
的
自
衛
権
、
集
団
的
自
衛
権
、
集

団
的
安
全
保
障
の
実
力
行
使
を
持
ち
《
個
別
的
自
衛
権
に

基
づ
く
交
戦
権
等
も
持
っ
て
お
り
、
憲
法
九
十
八
条
二
項

に
基
づ
き
条
約
の
誠
実
遵
守
義
務
を
持
つ
一
方
で
、
九
条

二
項
で
交
戦
権
を
否
定
し
て
い
る
の
は
、
矛
盾
し
て
い
る

の
で
は
な
い
か
、
総
理
の
見
解
を
伺
う
０
（
同
旨
防
衛

大
臣
）

十
一
月
七
日
衆
・
予
算
委
（
総
括
質
疑
）

（
提
出
期
限
十
六
時
○
○
分
提
出
○
○
時
○
○
分
）

連
絡
先

携役文
帯所書
課

| 浅
田

均
君



十
一
月
七
日
衆
・
予
算
委
（
総
括
質
疑
）
浅
田
均
君

三
我
が
国
は
独
立
国
家
と
し
て
国
際
法
上
国
家
に
許
容
さ
れ

て
い
る
様
々
な
権
利
を
保
有
し
て
い
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。

他
方
、
こ
れ
ら
の
権
利
は
、
あ
く
ま
で
権
利
で
あ
っ
て
、

そ
の
行
使
は
義
務
で
は
な
い
。

｜
｜
ま
た
、
個
別
的
、
集
団
的
自
衛
権
及
び
集
団
安
全
保
障

措
置
に
基
づ
く
「
武
力
の
行
使
」
は
国
連
憲
章
上
、
許
容

さ
れ
て
い
る
。

｜
憲
法
第
九
条
二
項
の
「
交
戦
権
」
と
は
、
戦
い
を
交
え
る

権
利
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、
交
戦
国
が
国
際
法
上
有
す
る

種
々
の
権
利
の
総
称
で
あ
る
。

（
注
）
相
手
兵
力
の
殺
傷
・
破
壊
、
領
土
の
占
領
、
臨
検
・
掌
捕
等

（
鐘
巳

や
問
■■■■■

－

へ

ご

｜
■■■■■■



五
い
ず
れ
に
せ
よ
、
我
が
国
が
、
我
が
国
を
防
衛
す
る
た
め

の
必
要
最
小
限
度
の
実
力
を
行
使
し
得
る
こ
と
は
当
然
で
あ

う
（
四
○

四
我
が
国
が
憲
法
上
許
さ
れ
る
の
は
、
我
が
国
を
防
衛
す
る

た
め
の
必
要
最
小
限
度
の
実
力
の
行
使
に
限
ら
れ
、
ま
た
、

交
戦
権
は
否
定
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
こ
と
は
、
憲
法

第
九
十
八
条
の
定
め
る
条
約
の
誠
実
遵
守
義
務
と
矛
盾
す
る

も
の
で
は
な
い
と
考
え
て
い
る
。

権
否
定
と
我
が
国
防
衛

に
関
す
る
更
間
あ
り

問
二
二
）
’
二 ●



こ
こ
の
こ
と
は
、
砂
川
事
件
に
お
け
る
最
高
裁
判
決
に

お
い
て
も
、
明
確
に
認
め
ら
れ
て
い
る
。

｜
憲
法
は
交
戦
権
を
否
定
し
て
い
る
が
、
憲
法
上
、
我
が
国

を
防
衛
す
る
た
め
の
必
要
最
小
限
度
の
実
力
を
行
使
し
得
る

こ
と
は
当
然
で
あ
る
。

へ

答
…

や

問
二
（
一
）
’
三



【
参
考
一
】
国
連
憲
章
（
抄
）

第
三
十
九
条
安
全
保
障
理
事
会
は
、
平
和
に
対
す
る
脅
威
、
平
和
の
破
壊
又
は
侵
略
行

為
の
存
在
を
決
定
し
、
並
び
に
、
国
際
の
平
和
及
び
安
全
を
維
持
し
又
は
回
復
す
る
た

め
に
、
勧
告
を
し
、
又
は
第
四
十
一
条
及
び
第
四
十
二
条
に
従
っ
て
い
か
な
る
措
置
を

と
る
か
を
決
定
す
る
。

第
四
十
二
条
安
全
保
障
理
事
会
は
、
第
四
十
一
条
に
定
め
る
措
置
で
は
不
充
分
で
あ
ろ

う
と
認
め
、
又
は
不
充
分
な
こ
と
が
判
明
し
た
と
認
め
る
と
き
は
、
国
際
の
平
和
及
び

安
全
の
維
持
又
は
回
復
に
必
要
な
空
軍
、
海
軍
ま
た
は
陸
軍
の
行
動
を
と
る
こ
と
が
で

き
る
。
こ
の
行
動
は
、
国
際
連
合
加
盟
国
の
空
軍
、
海
軍
又
は
陸
軍
に
よ
る
示
威
、
封

鎖
そ
の
他
の
行
動
を
含
む
こ
と
が
で
き
る
。

第
五
十
一
条
こ
の
憲
章
の
い
か
な
る
規
定
も
、
国
際
連
合
加
盟
国
に
対
し
て
武
力
攻
撃

が
発
生
し
た
場
合
に
は
、
安
全
保
障
理
事
会
が
国
際
の
平
和
及
び
安
全
の
維
持
に
必
要

な
措
置
を
と
る
ま
で
の
間
、
個
別
的
又
は
集
団
的
自
衛
の
固
有
の
権
利
を
害
す
る
も
の

で
は
な
い
。
こ
の
自
衛
権
の
行
使
に
当
っ
て
加
盟
国
が
と
っ
た
措
置
は
、
直
ち
に
安
全

保
障
理
事
会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
こ
の
措
置
は
、
安
全
保
障
理
事

会
が
国
際
の
平
和
及
び
安
全
の
維
持
ま
た
は
回
復
の
た
め
に
必
要
と
認
め
る
行
動
を
い

つ
で
も
と
る
こ
の
憲
章
に
基
く
権
能
及
び
責
任
に
対
し
て
は
、
い
か
な
る
影
響
も
及
ぼ

す
も
の
で
は
な
い
。

【
参
考
三
】

す
る
再
質

三
に
つ
い
て

１
憲
法
第

な
く
、
交

味
の
交
戦

【
参
考
二
】
参

３
国
際
法
上

対
す
る
武
力

も
っ
て
阻
止

衛
権
は
、
国

利
で
あ
り
、

問
題
は
な
い

（
略
）の

で
あ
る
。
実
際
上
、
自
衛
権
の
行
使
と
し
て
の
実
力
の
行
使
の
態
様
が
い
か
な
る

も
の
に
な
る
か
に
つ
い
て
は
、
具
体
的
な
状
況
に
応
じ
て
異
な
る
と
考
え
ら
れ
る
か

ら
、
一
概
に
述
べ
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
例
え
ば
、
相
手
国
の
領
土
の
占
領
、

そ
こ
に
お
け
る
占
領
行
政
な
ど
は
、
自
衛
の
た
め
の
必
要
最
小
限
度
を
超
え
る
も
の

と
考
え
て
い
る
。
（
以
下
略
）

必
要
最
小
限
度
の
実
力
を
行
使
す
る
こ
と
が
当
然
に
認
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
つ

の
行
使
と
し
て
相
手
国
兵
力
の
殺
傷
及
び
破
壊
等
寡
揖
買
当
や
仁
と
は
則
調
里
観
念
の
も

て
、
そ
の
行
使
と
し
て
相
手
国
兵
力
の
殺
傷
及
び
破
壊
等
を
行
う
こ
と
は
、
交
戦
権

他
方
、
我
が
国
は
、
自
衛
権
の
行
使
に
当
た
っ
て
は
、
我
が
国
を
防
衛
す
る
た
め

九
条
第
二
項
の
「
交
戦
権
」
と
は
、
戦
い
を
交
え
る
権
利
と
い
う
意
味
で
は

戦
国
が
国
際
法
上
有
す
る
種
々
の
権
利
の
総
称
で
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
意

権
が
否
認
さ
れ
て
い
る
と
解
し
て
い
る
。

衆
議
院
議
員
稲
葉
誠
一
君
提
出
鈴
木
内
閣
の
憲
法
に
つ
い
て
の
考
え
方
に
関

問
に
対
す
る
答
弁
書
（
昭
和
五
十
六
年
五
月
十
一
日
）

・
平
和
安
全
特
委
理
事
会
提
出
資
料
（
平
成
二
十
七
年
八
月
二
六
日
）

、
集
団
的
自
衛
権
と
は
、
一
般
に
、
自
国
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
外
国
に

攻
撃
を
、
自
国
が
直
接
攻
撃
さ
れ
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
実
力
を

す
る
こ
と
が
正
当
化
さ
れ
る
権
利
を
い
う
と
解
さ
れ
て
い
る
。
集
団
的
自

連
憲
章
第
五
十
一
条
に
お
い
て
規
定
さ
れ
、
国
家
に
認
め
ら
れ
て
い
る
権

各
国
が
そ
の
範
囲
内
で
こ
れ
を
制
限
的
に
行
使
し
て
も
国
際
法
上
な
ん
ら

。

I

問
一
一

（
｜
） 1

’
四



【
参
考

集
団

を
平
和

破
壊
ま

よ
う
な

う
と
す

り
ま
す
と
こ

示
さ
れ

つ
で
あ

主
義
、

基
本
と
我
が

し
、
国

と
お
り

ろ
で
、
憲
法

て
い
な
い
と

る
平
和
主
義

国
際
協
調
主

す
る
国
連
憲

国
は
、
憲
法

連
憲
章
に
は

で
あ
り
ま
す

憲
法

四
】
参
・
予
算
委
大
出
内
閣
法
制
局
長
官
答
弁
（
平
成
六
年
六
月
十
三
日
）

的
安
全
保
障
と
は
、
国
際
法
上
武
力
の
行
使
を
一
般
的
に
禁
止
す
る
一
方
、
紛
争

的
に
解
決
す
べ
き
こ
と
を
定
め
、
こ
れ
に
反
し
て
平
和
に
対
す
る
脅
威
、
平
和
の

た
は
侵
略
行
為
が
発
生
し
た
よ
う
な
場
合
に
、
国
際
社
会
が
一
致
協
力
し
て
こ
の

行
為
を
行
っ
た
者
に
対
し
て
適
切
な
措
置
を
と
る
こ
と
に
よ
り
平
和
を
回
復
し
よ

る
概
念
で
あ
り
、
国
連
憲
章
に
は
そ
の
た
め
の
具
体
的
な
措
置
が
定
め
ら
れ
て
お

◎

に
は
集
団
的
安
全
保
障
へ
参
加
す
べ
き
で
あ
る
旨
の
規
定
は
直
接
明

い
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。
た
だ
憲
法
前
文
に
は
、
憲
法
の
基
本
原
則
の
一

主
義
、
国
際
協
調
主
義
の
理
念
が
う
た
わ
れ
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
平
和

調
主
義
の
理
念
は
、
国
際
紛
争
を
平
和
的
手
段
に
よ
り
解
決
す
る
こ
と
を

連
憲
章
と
相
通
ず
る
も
の
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

憲
法
の
平
和
主
義
、
国
際
協
調
主
義
の
理
念
を
踏
ま
え
て
国
連
に
加
盟

に
は
集
団
的
安
全
保
障
の
枠
組
み
が
定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
ご
承
知
の

言
、
－
０

玉
一
吾

●

に
雲
』
一

の侭牙
1．1 1－

問
■■■■■
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我
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国

…

世


